
令和４年度 北栄町総合防災訓練実施要領 

 

北栄町総務課情報防災室 

１ 日  時 

令和 4年 9月 4日（日）、午前 8時 30分～正午 

 

２ 場  所 

大栄農村環境改善センター（東伯郡北栄町由良宿 423-1） 

 

３ 目  的 

近年、集中豪雨により、全国各地で住民避難が必要になるような災害が発生

していることから「水害」「土砂災害」を訓練に想定。 

災害対策本部による【警戒レベル４】避難指示を出すタイミングや、避難者

参集・避難所開設訓練を行い、町民の防災意識を高める。 

あわせて、避難者の体温測定、手指消毒等を行い、新型コロナウイルス感染

に備えた対応を行う。 

 

４ 訓練想定 

・台風に伴い、町には、大雨警報【警戒レベル 3】相当が発表されている。 

・台風の更なる接近で、警戒レベルが上がると見込まれたため、町長は「災害対策本

部」の設置を指示する。 

・指示に従い関係職員は登庁し、役場会議室で災害対策本部会議を開催する。 

・気象庁は、土砂災害の危険が高まったとして、警戒レベル 4相当を発表。 

・災害対策本部は、町全域に【警戒レベル 4】避難指示を発令する。 

・避難所において、避難者の健康チェックを実施し、体調不良者を隔離する。 

・講演会では、災害対策基本法の改正に伴う「避難勧告」廃止などの見直しに

ついて参加者に説明する。 

 

５ 関係機関及び訓練内容 

○北栄町 

災害対策本部設置、職員参集訓練、避難情報(Ｌアラート)配信訓練 

避難所開設訓練、避難者の健康チェック等訓練 

○琴浦消防署 

救命救急訓練 
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○北栄町赤十字奉仕団 

炊きだし訓練 

○北栄町消防団 

通行止め箇所など管轄区域の巡視、水防訓練 

○自治会 

避難所への避難訓練、情報連携訓練（電話による通信訓練） 

 

６ 主な時系列 

8：30 災害対策本部会議（庁舎 3階第 1委員会室）開始 

（点呼・災害状況説明） 

8：50 気象庁から「警戒レベル４」相当が発表される 

⇒ 【警戒レベル４】避難指示を発令 

9：00 避難指示の臨時放送 

⇒ 避難所（大栄農村環境改善センター）へ避難が始まる 

 ※避難所入口において避難者の健康チェック等を実施 

自治会への通信訓練 

9：45 開会式（あいさつ、日程説明、展示内容説明） 

9：55 防災講演会 「              」 

（講師 鳥取地方気象台 ） 

10：35 救命救急訓練（消防署） 

防災備蓄品展示 

11：15 閉会式 

（終了後炊きだし配布） 

12：00 全日程終了解散         ※内容は一部変更することもあります。 

 

７ 新型コロナウイルス対策について 

会場でのマスクの着用、手指消毒及び検温にご協力願います。 

 

＜自治会長へのお願い＞ 

 １ 訓練当日の参加予定人数を 8月 6日（金）までに、報告お願いします。 

    報告先 総務課情報防災室 電話 37-5862（浜本、田熊） 

 ２ 訓練当日、午前 9時～通信訓練として、役場から携帯電話に連絡します。 

    ※応答できなかった場合のかけなおしは不要です。 

 



交通災害共済加入促進交付金の支払いについて 

 

 令和４年度交通災害共済加入促進交付金を、下記一覧のとおり支払いします。 

      支払日 令和４年 8月 15日（月曜日） 

      方 法 自治会指定口座へ振り込み 

 

自治会名 加入者数 交付金額 自治会名 加入者数 交付金額 

江北 237人  18,960円  西園 326人  26,080円  

江北浜 66人  5,280円  東園 160人  12,800円  

東新田場 79人  6,320円  東園浜 49人  3,920円  

西新田場 44人  3,520円  六尾 75人  6,000円  

国坂 111人  8,880円  六尾北団地 33人  2,640円  

国坂浜 210人  16,800円  瀬戸 214人  17,120円  

大野 7人  560円  原 142人  11,360円  

田井 202人  16,160円  大島 211人  16,880円  

土下 135人  10,800円  西穂波 35人  2,800円  

米里 147人  11,760円  穂波 63人  5,040円  

北条島 122人  9,760円  亀谷 136人  10,880円  

北尾 122人  9,760円  東亀谷 149人  11,920円  

弓原 82人  6,560円  下種 87人  6,960円  

弓原浜 89人  7,120円  上種 67人  5,360円  

駅前 65人  5,200円  茶ヤ条 49人  3,920円  

下神 166人  13,280円  西高尾 74人  5,920円  

松神 233人  18,640円  東高尾 60人  4,800円  

曲 143人  11,440円  岩坪 43人  3,440円  

みどり一区 157人  12,560円  高千穂 31人  2,480円  

向山団地 5人  400円  由良宿 1区 316人  25,280円  

中央団地 24人  1,920円  由良宿 2区 132人  10,560円  

山西 0人  0円  由良宿 3区 184人  14,720円  

みどり西団地 138人  11,040円  由良宿 4区 92人  7,360円  

小河原団地 15人  1,200円  由良宿 5区 102人  8,160円  

みどり南団地 75人  6,000円  由良宿 6区 46人  3,680円  

国坂東 43人  3,440円  由良宿 7区 77人  6,160円  

さつきケ丘 43人  3,440円  緑ケ丘団地 121人  9,680円  

みどり二区 157人  12,560円  妻波 310人  24,800円  

国坂中団地 25人  2,000円  大谷 397人  31,760円  

さくら団地 9人  720円  別所 39人  3,120円  

※加入促進費 

 自治会取りまとめ 1人当たり 80円 

比山 46人 3,680円 

青木 20人 1,600円 

二子塚 23人 1,840円 

【総務課情報防災室】 
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令和  年  月  日 

 北栄町長        様 

自治会名        自治会   

自治会長            印 

 

令和４年度防災士養成研修受講者推薦書 

 

 防災士養成研修の受講者に下記の者を推薦します。 

記 

住  所 北栄町 

氏 名    男・女 電 話  

生年月日 年  月  日 メールアドレス  

同意書 

私は、私が所属する自治会・自主防災組織の防災活動の推進役になることを目的に、

防災士資格取得をめざし、鳥取県が主催する防災士資格取得研修会の受講並びに資格

取得試験に受験することに同意します。 

                   氏名               印 

                                       ※自署する場合は押印不要 

●研修日時等 11月 26日・27日の 2日間、会場：倉吉体育文化会館 

●費用等 受講料（テキスト代含む）、受験料、登録料は、全額町負担 

●その他 事前にテキスト等が配布されます。 

●推薦書提出等  令和 4年 8月 1日（月曜日）までに総務課情報防災室に提出 

   ◆問い合わせ先 総務課情報防災室 電話 37-5862（室直通） 

■防災士とは：防災対策に必要な知識・技能、応急対策に必要な知識・技能を修得し、地域の防

災リーダーとして防災対策を担う人材。災害時には、被災地の被害拡大を軽減するために救出

救護、避難誘導等の共助、共同活動を行う。民間資格のため、特別の権利や義務は与えられな

い。 

■災士資格取得に関する特例制度（概要）･･･○印は必須要件 ※退職者を含む 

特例 階級 
防災士養成 

研修履修 
試験合格 

救急救命 

講習 

防災士 

教本取得 

警察官特例 
警部補以上 免除 免除 ○ ○ 

巡査部長 免除 ○ ○ ○ 

消防吏員特例 
消防士長以上 免除 免除 免除 ○ 

消防副士長･消防士 免除 免除 免除 ○ 

消防団特例 分団長以上 免除 免除 免除 ○ 

※日本赤十字の救急法救急員認定者及び指導員認定者は別途特例制度あり。 
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１．民生委員・児童委員とは 

 

 民生委員は、民生委員法に基づき厚生労働大臣から委嘱され、福祉に関する

ボランティアとして活動を行っています。民生委員は児童福祉法によって、児

童委員を兼ねることとされ、児童福祉の推進にも重要な役割を担っています。 

 民生委員・児童委員の職務は、地域住民の生活状態の把握、相談、助言、援

助を行うとともに、福祉関係機関や施設などに対する協力等を行っています。 

また、児童に関する問題を専門に担当する主任児童委員が活動しています。 

  

２．民生委員・児童委員の活動  

 民生委員・児童委員は、地域住民の要望を関係機関に伝えるとともに、一人

暮らし高齢者や障がい者等の訪問・相談など、住民が安心して暮らすことがで

きるよう、各々の地域の実状に応じて活動を行なっています。 

社会調査 担当地区内の住民の実態や福祉ニーズを日常的に把握します。 

相    談 地域住民が抱える問題について、相手の立場に立ち、親身になって相談に

のります。 

情報提供 福祉の制度やサービスについて、その内容や情報を住民に的確に提供しま

す。 

連絡通報 住民が、個々の福祉ニーズに応じたサービスが受けられるよう関係行政機

関、施設・団体等に連絡し、必要な対応を促すパイプの役割を努めます。 

調    整 住民の福祉ニーズに対応し、適切なサービスの提供が図られるよう支援しま

す。 

生活支援 住民の求める生活支援活動を自ら行い、支援体制をつくっています。 

意見具申 活動を通じて得た問題点や改善策について取りまとめ、必要に応じて民生

委員・児童委員協議会を通して関係機関などに意見を提起します。 
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【北栄町民生委員・児童委員の主な活動内容】 

 

■地域で受けた相談を役場等へつなぐ 

■地域での見守り活動 

■定例会（月１回） 

■各種研修への参加 

■部会活動への参加（総務部会、福祉部会、社会部会、児童部会） 

 ■その他  

◆災害時要援護者等福祉マップの作成 

◆通学路等危険箇所報告書の作成 など 

 

【任期】 

■３年（R４．１２．１～R７．１１．３０） 

 

【活動費】 

■４４，０００円／年（電話代・交通費など） 

  ※但し、改選期等年度中途での交代については、この限りでない。 

 



 

 

 

一斉改選スケジュールについて 
 

 

■8月 15日（月）まで  

自治会長は、事務局（福祉課）へ推薦書を提出 

   

■北栄町民生委員推薦会を開催 

                   

 

 

■推薦会結果を県に報告 

                 

■県からの委嘱状送付後、１２月 1日から新任委員 
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               事 務 連 絡  

                         令和４年７月１５日  

 

自治会長 様 

 

                       北栄町長 手嶋 俊樹 

                       （ 公 印 省 略 ） 

 

 

北栄町民生委員・児童委員の一斉改選に伴う交代委員の選出について（依頼） 

 

 

 日頃より、民生委員・児童委員活動につきましては、ご理解、ご協力をいただき、

厚くお礼申し上げます。 

 民生委員の改選につきましては、４月の自治会長会においてご説明させていただい

たところですが、貴自治会民生委員より辞任の申し出がありました自治会におかれま

しては、下記期限までに別紙により委員の選出をお願いいたします。 

なお、複数自治会から選出されております委員につきましては、自治会間でご協議 

の上、新委員が所属される自治会からご提出いただきますようお願いいたします。 

 

記 

 

１ 提出期限 令和４年８月１５日（月） 

 

 

 

 

 

 

 

担当 福祉課福祉支援室 阪本 

電話 ３７－５８５２ 

FAX ３７－５３３９ 
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担当 北栄町役場 福祉課 福祉支援室 阪本 宛 

 

                         令和４年  月  日 

 

 

北栄町長 手嶋俊樹 様    

 

 

                      自治会名               

 

自治会長名                 

 

 

 北栄町民生委員・児童委員の改選に伴い、下記の者を選出します。 

                    

記 

 

担当自治会 氏  名 住  所 連絡先 

  北栄町  

  

  

※提出期限 令和４年８月１５日（月） 

 



発福第１２８４号 

令和４年７月２５日 

 

自治会長 各位 

 

        北栄町長 手嶋俊樹 

          （公印省略） 

 

米寿表彰の年齢要件の変更について 

 

 本町では、敬老事業の一環として、米寿の方に祝詞及び記念品の贈呈を例年

９月頃に実施しています。 

 表彰対象の年齢要件については、下記のとおり取り扱うこととします。 

 

事業実施年度 対象者 

令和４年度 
数え年で８８歳を迎えられる方 

（昭和 10年 1月 1日から昭和 10年 12月 31日までに出生された方） 

令和５年度 
満年齢で８８歳を迎えられる方 

（昭和 11年 1月 1日から昭和 11年 3月 31日までに出生された方） 

令和６年度 
満年齢で８８歳を迎えられる方 

（昭和 11年 4月 1日から昭和 12年 3月 31日までに出生された方） 

 

 

変更する理由 

国事業の「百歳表彰」が満年齢で対象者を把握しているため 

事業実施年度 対象者 

令和４年度 
満年齢で１００歳を迎えられる方 

（大正 11年 4月 1日から大正 12年 3月 31日までに出生された方） 
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（担当）福祉課 前田 

 電 話：0858‐37‐5875 

 ﾌｧｸｼﾐﾘ：0858‐37‐5339 

 電子ﾒｰﾙ:i-maeta@e-hokuei.net 

 



 

「ほくえい健康フェスタ・福祉まつり」の開催について（案） 

 

 

１．目 的 

  “いきいきと笑顔のあるまち”の実現に向けて「健康ほくえい計画」を策定し推進

を行っているところです。 

町民一人ひとりの健康意識の高揚と実践について町民・組織が連携し健康づくりに

取り組んでいく「ほくえい健康フェスタ」を開催します。なお、今回は北栄町社会福

祉協議会の「福祉まつり」と統合し連携して取り組みます。 

 

 

２．主 催  健康フェスタ実行委員会、北栄町、北栄町社会福祉協議会 

 

 

３．会 場  北栄町大栄農村環境改善センター 

 

４．期 日  令和４年１０月１５日（土） １３時３０分～１６時（終了予定） 

 

５．内 容 

   テーマ：ワッハッハ！ 笑ってみんなで健康づくり 

       ～食べて動いて 心も体も健康に～ 

       

13:00 開場 

13:30 開会 

    ・町長あいさつ 

    ・表彰：民生委員、こけないからだ体操継続実施自治会他 

    ・実践発表：いきいきサロンの活動 

    ・健康サポーターによる健康劇、体操 

14:30 講演：「笑ってみんなで健康づくり(仮)」 

    講師：四代目 三遊亭圓歌 氏 

 

６．その他 

  ・入場には整理券が必要です。配布期日・場所等、詳細については別途チラシ 

（8月 25日の文書集中発送）でお知らせします。 

  ・手話通訳、マイクロバスの送迎を行います。 
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《 自治会長さんへのお願い 》 

■ポスター掲示、チラシ配布の協力について 

８月２５日（木）の文書集中発送に併せて配布しますので、周知等よろし

くお願いします。 

 



令和4年度

「北栄町脱炭素ロードマップ」
策定にご協力をお願いします

2030年温室効果ガス削減目標(2013年度比)

国 ▲46% 鳥取県 ▲60%

2050年 地球にやさしく、子どもから大人までいきいきと！

健康＆安全＆快適に暮らせる計画づくり

月 7 8 9 10 11 12 1 2 3

脱炭素ロードマップ策定
●町民アンケート ●アンケート結果(町報)
(1,000人対象)

●CO2排出量調査 ●ロードマップ素案作成 ●策定

ワークショップ(住民会議等)

パブリック・コメント

住民会議ワ－クショップ

2050年 ゼロカーボン

北栄町は2019年に「気候非常事態宣言」を表明し、政府は2020年に2050年のゼロカーボ

ン達成（CO2排出を実質ゼロにする）を決め、2021年に法律に盛り込みました。

北栄町は今年度、2050年までにゼロカーボンを実現するための計画づくりに集中的に取

り組みます。計画づくりでは、町民アンケートを実施したり、現状や将来の様々なデータ

を知っていただいたり、専門家の意見を聞く機会を設けたりし、町民の皆さんと一緒に話

し合いを重ね、皆さんのご意見やアイデアを活かしていきます。

30年後の北栄町の計画づくりにご協力をお願いします。

研修会
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2030年
北栄町の目標

2040年
北栄町の目標



北栄町、北栄町教育委員会、北栄町人権教育・啓発推進協議会

町内全自治会

全町民

令和4年9月～11月末まで

各自治会集会施設等

①ＤＶＤ視聴 [高齢者の人権問題(認知症)]

→ 北栄町人権教育推進協力員会議で選定(視聴時間30分)

②ＤＶＤ視聴(任意選択)

→ 過去に使用した教材DVDを選択・視聴

③その他

→ 上記以外のテーマで、自治会独自のテーマで人権学習

①参加定員の設定

 → 参加定員は、各自治会で判断(例えば、各班○名の割当て、役員のみ参加など)

②3密の回避

 → 密閉の回避（換気徹底）、密集の回避（距離確保）、密接への対応（マスク着用）

③中止の判断等

 → 鳥取県版新型コロナ警報の「特別警報」が発令された場合等は、中止または延期

のため、人権を尊重するまちづくりを推進する必要がある。その具体的な取組みと

主 催

主 体

生涯学習課

人権を学ぶ会の実施について

目 的 北栄町の将来像である「人と自然が共生し 確かな豊かさを実感するまち」の実現

説　明

して人権を学ぶ会を開催し、町民一人ひとりが学ぶことをきっかけとして、“個性を

認め合い、互いの心に寄りそうまち”をめざす。

対 象 者

期 間

場 所

日 程 日　程

①開　会  司会進行は自治会で行ってください

②自治会代表あいさつ

③日程説明

④訪問者自己紹介  訪問者が自己紹介します

⑤学習（DVD視聴等）　　  教委職員が視聴前にアナウンスします

⑥視聴等の感想(又は懇談)  懇談の有無は、自治会に選択していただきます

⑦訪問者からひとこと  訪問者がひとことづつ話します

⑧アンケート記入  教委職員がアンケート記入のお願いをします

⑨閉　会　　　　　　　　

特 記 今年度の「人権を学ぶ会」依頼事項 (6.24地区推進員会議で説明)

実施に向け、ご協力をお願いいたします。

内 容 事務局が提案する次のプログラムから、各自治会が選択

ｏ .
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第２回 

同和問題 

 

第３回 

性的マイノリティの人権問題 

第１回 

子どもの人権問題 

 

第４回 

障がいのある人の人権問題 

 

第５回 

生活困窮者の人権問題 

 

２０２２年度 分かりやすいじんけんの話 

年６回、様々な人権をテーマに開催しています。積極的なご参加をお願いします。 

９/２０（火） 

「自分らしく生きる」 

～心も体もいろいろ、 

彩り豊かでええじゃん！～ 

６/３（金） 

演 

題 

講 

師 

「子どもと共に育つ」 

１０/１４（金） 
19：00～20：15 

演 

題 

１２/１６（金） 
19：00～20：15 

演 

題 

７/２４（日） 
13：30～15：00 

演 

題 

「命の根っこにある人権」 

元愛媛県立学校人権・同和教
育推進主任 

繁
しげ

桝
ます

 義一
よしかず

さん 

講 

師 

講 

師 

講 

師 

ここいろ hiroshima 

高畑
こうはた

桜
さくら

さん・當山
とうやま

敦
あつ

己
き

さん 

【9/20】北条中学校  

会 

場 

ほくほくプラザ 

会 

場 

大栄農村環境改善センター 

（北栄町由良宿 423-1） 

会 

場 

ほくほくプラザ 

会 

場 

ほくほくプラザ 

NPO法人「糸」 副理事長 

阪本
さかもと

 清美
き よ み

さん 

北栄町役場 福祉課 

松嶋
まつしま

 まゆみさん 

14：00～15：15 

第６回 

個人のプライバシーに関する人権問題 

 
演 

題 １/２０（金） 
19：00～20：15 笑顔でこたえるパソコン教室 

松田
ま つ だ

 雅彦
まさひこ

さん 

講 

師 

ほくほくプラザ 
会 

場 

演 

題 

講 

師 

会 

場 

19：00～20：15 

「安心して生活できること」 

★新型コロナウイルス感染症の状況により、リモート講演に変更する場合があります。  「インターネットに潜む危険」 

～あなたのプライバシーは 

守られていますか？～ 

～生活困窮者への支援を通じて～ 

「障がい者の人権(仮題)」 

シダックス大新東ヒューマンサー

ビス株式会社  

学童保育事業本部エリア指導員 

岡
おか

 裕一
ひろかず

さん 

１１/１７（木） 

【11/17】大栄中学校  

★新型コロナウイルス感染症の状況により、リモート講演に変更する場合があります。  
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